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第２３期佐世保市農業委員会第３１回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和元年１２月２６日（木） １３時３０分から１５時００分 

 

２ 開催場所  佐世保市役所 ４階 全員協議会室 

 

３ 出席農業委員（１９名） 

 

４ 欠席農業委員 

   無し 

 

５ 出席推進委員（１８名） 

 

６ 欠席推進委員 

   無し 

 

７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  中里 忠義 

委員  １番   有馬 秀志 

委員  ２番     川上 宗康 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   長谷川 清美 

委員  ５番   八並 秀敏（会長） 

委員  ６番   浦  清一 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   小川 德衛 

委員  ９番   井手 源一郎 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   冨川 利光 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀 

委員 １７番   松永 信義（副会長） 

委員 １８番   内野 正実 

委員 １９番   大宅 和子 

針尾地区    原  和文 

江上地区    北村 憲治 

宮地区      坂口  要 

三川内地区    中里 政義 

早岐地区    久野 利幸 

日宇地区    磯本 安男 

佐世保地区    松永 豊吉 

柚木地区    宮﨑  敦 

大野地区    牟田  昇 

皆瀬地区       山口 良行 

中里地区       永田 富士夫 

相浦、九十九地区    伊賀﨑 典正 

吉井地区        近藤  博 

世知原地区       岩佐  孝 

宇久地区        菅  徳雄 

小佐々地区        松田  眞 

江迎地区        小川 憲人 

鹿町地区        山口 英男 
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事 務 局 次 長  溝上 順 

事 務 局 係 長  菊永 朋美 

事 務 局 主 査  藤 和弘 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事 務 局 主 査  林 俊成 

事務局主任主事  牟田 雄介 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第３１４号議案  非農地証明願について 

第３１５号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第３１６号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第３１７号議案  非農地通知について 

第３１８号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

第３１９号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第３２０号議案  農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について 

第３２１号議案  農用地利用配分計画（案）について 

 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４ 農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について 

報告５ 農地転用許可不要案件の受理について 

報告６ 裁判所及び法務局への農地現況回答について 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第３１回総会を開会いたします。一、開会。 

①会長挨拶。 

 

会 長   皆さま、こんにちは。 

年の瀬が押し迫りまして、何かと多忙な中、今年最後の総会となります第３１回農業

委員会総会にご出席いただきまして、ありがとうございます。 

新しい農業委員会制度になって新体制として発足した私達にとって、今年で約２年半

が経とうとしております。国のほうにおいても、この新しい制度の検証がなされている

わけですけれども、全国的に言えば、農地中間管理機構を利用して集積を増やすとか、

人・農地プランの実質化など、これまで以上の農業委員等の業務を要求されております。 

しかしながら、佐世保市農業委員会においては何と言っても「宇久メガソーラー事業」
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という大きな懸案事項がございました。これにつきましては、委員の皆様と協議しなが

ら現地確認においてもご協力を得ながらやってきたわけですけれども、とりわけ、宇久

地区のお二人の委員には大変なご尽力をいただいたと思っております。一応、県、国の

認可は下りているわけですが、これで私達の責任が終わったわけではないということを、

互いに心の中に思って進んで行かなくてはなりません。宇久島全体の振興や農業の振興

において、事業者は、今まで農業委員会と約束してきたこと、また、市当局と約束して

きたことは、きっちり守りながら事業を進めて行ってくれるであろうと思っています。 

１年間、本当にありがとうございました。あと数日で新しい年を迎えますが、皆さま

方ご家族お揃いで新たな春を迎えられることを祈念いたしまして、開会のご挨拶とさせ

ていただきます。本日は、最後までご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

副 会 長   それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日は欠席委員はござ

いませんので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保市農業委員会会議

規則第６条の規定により、本総会が成立していることをご報告いたします。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、１０番 辻茂樹委 

員、１１番 近藤誠委員、補充として１２番 冨川利光委員にお願いいたします。 

それでは早速、２の議事に入らせていただきます。 

 

議 長   では、第３１４号議案 非農地証明願について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   第３１４号議案 非農地証明願について、ご説明いたします。 

１番、江上地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、有福町の１筆。地目は、

登記田、現況境内地。面積は、１４６㎡です。願出の理由としては、昭和２３年頃子安

観音堂を建立。現在も子安観音堂とその境内地として利用。参考事項としまして、こち

らは、有福公園より西へ約６００ｍの位置にあり、農振内白地で、事由の②－１に該当

します。 

２番、三川内地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、新行江町の１筆。地

目は、登記畑、現況通路。面積は、１２０㎡です。願出の理由としては、明治３１年頃

より進入路として使用開始。現在も進入路として利用。参考事項としまして、こちらは、

三川内中学校より東へ約１２０ｍの位置にあり、農振内白地で、事由の②－１に該当し

ます。 

３番、佐世保地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、松山町の１筆。地目

は、登記畑、現況宅地。面積は、２２８㎡です。願出の理由としては、昭和４５年２月

２５日付、転用目的 住家として農地法第５条転用許可済み。昭和６３年６月１３日目

的どおり完成。現在も宅地として利用。参考事項としまして、こちらは、松山配水池よ

り北へ約２１０ｍの位置にあり、市街化区域で、事由の②－３－３に該当します。 
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４番、５番は大野地区で、願出人は、記載のとおり同じです。土地の所在は、原分町

の合計２筆。両方とも地目は、登記畑、現況宅地。面積は２４７㎡と１４２㎡です。願

出の理由としては、４番は、昭和４７年１０月２５日付、転用目的 住家として農地法

第５条許可済み。以後、宅地として利用。現在も宅地として利用。 

５番の願出の理由は、平成８年６月６日付、転用目的 道路、駐車場として、農地法

第４条届出受理済み。道路、駐車場として利用していたが、平成２１年５月頃倉庫を建

てた。現在も宅地として利用。参考事項としまして、こちらは、坂の上公民館から南西

へ約９０ｍの位置にあり、市街化区域で事由は、４番が②-３－３、５番が②-３-４に

該当します。 

６番、相浦、九十九地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、新田町の１筆。

地目は、登記田、現況道路。面積は、２０㎡です。願出の理由としては、昭和５３年４

月１２日付、転用目的 道路として農地法第５条届出受理済み。昭和５３年８月頃道路

として完成。現在も道路として利用。参考事項としまして、こちらは、竹辺町バス停よ

り南西へ約１２０ｍの位置にあり、市街化区域で、事由の②－３－３に該当します。 

７番、相浦、九十九地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、赤崎町の１筆。

地目は、登記畑、現況宅地。面積は、６０１㎡です。願出の理由としては、昭和５８年

２月２２日付、転用目的『住宅２棟』として農地法第５条許可済み。申請地に建築され

ていた建物３棟は、平成３１年３月２０日に取り壊された。現在は更地となっている。

参考事項としまして、こちらは、赤崎郵便局より北へ約２８０ｍの位置にあり、市街化

区域で、事由の②－３－３に該当します。 

以上７件ですが、２番の案件につきましては、大宅委員が申請代理人となっておられ

ますので、大宅委員には一時退席していただいた上で、この案件を先行してご審議して

いただけたらと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、２番三川内地区の案件は、大宅委員が申請代理人となっていますので、先    

行して審議いたします。大宅委員の一時退席をお願いします。 

 

～大宅委員退席～ 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。２番、三川内地区。 

 

４  番   ４番、長谷川です。１２月２５日に、中里推進委員と現地を確認しました。 

願出の理由に記載のとおり、遥か昔から進入路として利用されており、現在はコンク

リート敷きになっており、今さら農地に戻せるような状況ではありません。何ら問題は

ありません。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

中里委員   三川内地区の中里です。長谷川委員から説明があったとおり、現在も公共の道路とし
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て使われておりますので問題ないと思います。 

 

議  長   それでは、この件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、２番の案件については、非農地として証明書を交付すること 

とします。大宅委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                   ～大宅委員入室～ 

 

議  長   それでは２番以外の案件について報告をお願いします。１番、江上地区。 

 

２  番   ２番、川上です。１２月２１日に北村委員と現地確認を行いました。 

       この場所は、約７０年前に子安観音堂が造られて今に至っており、近くに少し農地が

ありますけれども支障はありませんので、問題はないと思って見てきました。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

北村委員   江上地区の北村です。川上委員が説明したとおりであり、長年、境内として利用され

ておりますので、問題ないと思います。 

 

議  長   次に、３番佐世保地区。 

 

７  番   ７番、川口です。１２月２１日に松永委員と現地調査に行ってきました。願出の理由

に記載のとおりであり、周りにも家が建ち並んでいるため、特に問題ないと思います。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

松永委員   佐世保地区の松永です。川口委員が言ったとおりです、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、４番、５番大野地区。 

 

９  番   ９番、井手です。１２月２１日に牟田委員と現地を確認しました。 
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この案件については特に問題ありません。というのも、住宅地の中にあり、現在は市

街化区域でありますので、周りへの影響もございません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

牟田委員   大野地区の牟田です。井手委員が言ったとおり問題ありません。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   次に、６番、７番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番、冨川です。１２月２４日に伊賀﨑委員と現地を確認しました。 

       ６番、７番とも願出の理由に記載のとおりであり、特に問題はありません。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

伊賀﨑委員   相浦、九十九地区の伊賀﨑です。冨川委員が言ったとおりです、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３１４号議案については、非農地として証明書を交付すること 

とします。 

 

議  長   次に、第３１５号議案農地法第４条第１項の規定による許可申請について事務局より

説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３１５号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。一部訂正がありましたので、本日、差替え分を配付しております。そちらをご

覧ください。 

       １番、江迎地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は、江迎町乱橋の１筆。地

目は、登記田、現況休耕。面積は１，１８１㎡です。転用目的は長屋住宅。施設は、長

屋住宅２棟、木造二階建、建築面積２９５．３８㎡、駐車場１９台です。併用地あり。
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敷地全体面積は１，１９５．２８㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地でＭＲ高

岩駅からおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。参考事項としまして、こち

らはＭＲ高岩駅から南東に約１４０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としまし

ては、造成計画、盛土最高４．０ｍ。擁壁を設ける。日照通風、緑地、緩衝地を設ける、

幅約１．０ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は下水道。一般事業

計画書添付。駐車場利用計画書添付。土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添

付。融資予定証明書添付。都市計画法関係は非線引き都市計画区域です。 

       ２番、鹿町地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は、鹿町町深江の１筆。地

目は、登記畑、現況休耕地。面積は７１７㎡です。転用目的は農業用倉庫、資材置場。

施設は、農業用倉庫１棟、建築面積３９．１４㎡、農業用資材置場です。耕作者はなし。

農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当します。参考

事項としまして、こちらは鹿町小学校から南に約２８０ｍの位置にあります。被害防除

計画の内容としましては、造成計画、整地のみ行う。日照通風、建物高を加減、２．７

５ｍ程度。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。資材置場等の事

業計画書添付。土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添付。建築費に係る領収

書写添付。都市計画法関係は非線引き都市計画区域です。 

以上２件ですが、１番の案件につきましては、大宅委員が申請代理人となっておられ

ますので、大宅委員には一時退席していただいた上で、この案件を先行してご審議して

いただけたらと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、１番江迎地区の案件は、大宅委員が申請代理人となっていますので、先    

行して審議いたします。大宅委員の一時退席をお願いします。 

 

～大宅委員退席～ 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番、松永です。１２月２２日に小川委員と現地確認に行ってきました。 

       申請地は、北松中央病院の真下にあたる場所でございまして、国道と鉄道に挟まれた

ところです。隣りには酒屋と郵便局があり、被害防除計画に基づいていただければ特に

問題ないと思います。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

小川委員   江迎地区の小川です。松永副会長から説明があったとおりで、周りに農地もありませ

んので、特に問題はないと思います。 

 

議  長   それでは、この件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３１５議案の１番につきましては、許可相当として県に進達 

いたします。大宅委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                   ～大宅委員入室～ 

 

議  長   それでは、他の案件について報告をお願いします。２番、鹿町地区。 

 

１ ８ 番   １８番、内野です。１２月２３日に山口委員と申請者立合いのもと、現地確認を行い

ました。被害防除計画を守っていただければ特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

山口委員   鹿町地区の山口です。内野委員が言ったとおり、特に問題は無いと見てまいりました。

よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３１５号議案については、許可相当として県に進達いたします。 

       次に、第３１６号議案農地法第５条第１項の規定による許可申請について事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３１６号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。 

       １番、江上地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、有福町の１筆。

地目は、登記田、現況休耕地。面積は１１９㎡です。転用目的は駐車場。権利は、使用
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貸借権設定です。施設は、駐車場３台です。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地で

１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは

上有福公民館から南西に約１００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、整地のみ行う。日照通風、周辺に農地はないため被害の恐れはない。排水計

画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。駐車場利用

計画書添付。土地利用計画平面図添付。必要資金に係る理由書添付。地縁団体台帳、議

事録添付。農地法第３条取得農地の農地転用申請に係る理由書添付。農地法第３条にて

農地を取得後１０年以内に転用を行う理由としましては、本人の高齢化、病気等により

農業経営が困難なためとなっています。都市計画法関係は許可不要です。 

       ２番、江上地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、指方町の２筆。

地目は、登記畑、現況休耕地。面積は２筆合計５７１㎡です。転用目的は資材置場。権

利は、賃借権設定です。施設は、資材置場です。耕作者はなし。農地区分は、農振内白

地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こち

らは岩下公民館から西に約５００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、整地のみ行う。日照通風、建築物はないため、被害の恐れはない。排水計画、

雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。資材置場等の事

業計画書添付。土地利用計画平面図添付。預金通帳の写添付。法人登記簿、定款添付。

都市計画法関係は許可不要です。 

       ３番、宮地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、瀬道町の１筆の

一部。地目は、登記畑、現況休耕。面積は１７４㎡です。転用目的は分家住宅。権利は、

使用貸借権設定です。施設は、住宅１棟、木造二階建、建築面積６５．００㎡です。併

用地あり・敷地全体面積は２２９．５６㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地で

第１種農地に該当しますが、不許可の例外規定の集落接続に該当しています。参考事項

としまして、こちらは瀬道町公民館から東に約４００ｍの位置にあります。被害防除計

画の内容としては、造成計画、盛土最高０．３２ｍ、切土最高０．５４ｍ。法面保護を

する。日照通風、建物高を加減、８．１７９ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚

水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。土地利用計画平面図添付。建物平面図、立

面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法許可申請受付書添付予定となっております

が、提出されています。都市計画法関係は分家住宅です。 

       ４番、三川内地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、新行江町の

１筆。地目は、登記畑、現況休耕。面積は２１２㎡です。転用目的は一般個人住宅。権

利は、所有権移転売買です。施設は、住宅１棟、木造二階建、建築面積７２．０４㎡で

す。併用地あり。敷地全体面積は２３４㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地で

１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは

三川内中学校から東に約１３０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造

成計画、盛土最高０．２１ｍ、切土最高０．２７㎡。法面保護をする。日照通風、建物

高を加減、８．３７３ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄

化槽から道路側溝。土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明

書添付。都市計画法許可申請受付書添付予定となっておりますが、提出されています。
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都市計画法関係は連たん区域です。 

       ５番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、下本山町の１

筆。地目は、登記田、現況不耕作。面積は１０６㎡です。転用目的は宅地。権利は、所

有権移転売買です。施設は、住宅１棟、木造二階建、建築面積６６．７５㎡。併用地あ

り。敷地全体面積は２０７．８８㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地でＭＲ中

里駅からおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。参考事項としまして、こち

らはＭＲ中里駅から西に約１６０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、盛土最高０．４ｍ。擁壁を設ける。日照通風、緑地、緩衝地を設ける、幅約

１．０ｍ。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。

土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法

許可申請受付書添付予定となっておりますが、提出されています。都市計画法関係は連

たん区域です。 

       ６番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、下本山町の１

筆。地目は、登記田、現況不耕作。面積は１０５㎡です。転用目的は宅地。権利は、所

有権移転売買です。施設は、住宅１棟、木造二階建、建築面積７２．５０㎡。併用地あ

り。敷地全体面積は２０７．３２㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地でＭＲ中

里駅からおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。参考事項としまして、こち

らはＭＲ中里駅から西に約１６０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、盛土最高０．４ｍ。擁壁を設ける。日照通風、緑地、緩衝地を設ける、幅約

１．０ｍ。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。

土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法

許可申請受付書添付予定となっておりますが、提出されています。都市計画法関係は連

たん区域です。 

７番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、下本山町の１

筆。地目は、登記田、現況不耕作。面積は１６０㎡です。転用目的は宅地。権利は、所

有権移転売買です。施設は、住宅１棟、木造二階建、建築面積７７．５０㎡。併用地あ

り。敷地全体面積は２１０．５７㎡。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地でＭＲ中

里駅からおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。参考事項としまして、こち

らはＭＲ中里駅から西に約１６０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、

造成計画、盛土最高０．４ｍ。擁壁を設ける。日照通風、緑地、緩衝地を設ける、幅約

１．０ｍ。排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。

土地利用計画平面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法

許可申請受付書添付予定となっておりますが、提出されています。都市計画法関係は連

たん区域です。 

８番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、下本山町の１

筆。地目は、登記田、現況不耕作。面積は１１㎡です。転用目的は水路。権利は、所有

権移転売買です。施設は、水路。併用地あり。敷地全体面積は２０．３６㎡。耕作者は

なし。農地区分は、農振内白地でＭＲ中里駅からおおむね３００ｍ以内の第３種農地に

該当します。参考事項としまして、こちらはＭＲ中里駅から西に約１６０ｍの位置にあ
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ります。被害防除計画の内容としては、造成計画、整地のみ行う。日照通風、隣接農地

への通路を確保する。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。土地

利用計画平面図添付。残高証明書添付。法人登記簿、定款添付。都市計画法関係は許可

不要です。 

       ９番、相浦、九十九地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、竹辺

町の２筆。地目は、登記田、現況荒地。面積は２筆合計１，０４０㎡です。転用目的は

共同住宅建築、通路。権利は、所有権移転売買です。施設は、共同住宅１棟、軽量鉄骨

造三階建、建築面積は２２６．０３㎡。駐車場１２台。耕作者はなし。農地区分は、農

振内白地で相浦中里ＩＣからおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。参考事

項としまして、こちらは相浦中里ＩＣから東に約３００ｍの位置にあります。被害防除

計画の内容としては、造成計画、整地のみ行う。擁壁を設ける。日照通風、建物の北側

に農地はないため被害の恐れはない。排水計画、雨水は溜桝。汚水・生活雑排水は合併

浄化槽から河川。一般事業計画書添付。駐車場利用計画書添付。土地利用計画平面図添

付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法許可申請受付書添付。

都市計画法関係は連たん区域です。 

１０番、相浦、九十九地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、竹

辺町の１筆の一部。地目は、登記田、現況荒地。面積は２２７㎡です。転用目的は貸駐

車場。権利は、所有権移転売買です。施設は、貸駐車場９台。耕作者はなし。農地区分

は、農振内白地で相浦中里ＩＣからおおむね３００ｍ以内の第３種農地に該当します。

参考事項としまして、こちらは相浦中里ＩＣから東に約３００ｍの位置にあります。被

害防除計画の内容としては、造成計画、整地のみ行う。日照通風、駐車場としての利用

のため、被害の恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。

駐車場利用計画書添付。土地利用計画平面図添付。駐車場利用申込書写添付。融資予定

証明書添付。都市計画法関係は許可不要です。 

       以上１０件ですが、１番の案件につきましては、北村委員が申請者、また、３番、４

番の案件につきましては、大宅委員が申請代理人となっておられますので、北村委員、

大宅委員にはそれぞれ一時退席していただいた上で、先行してご審議していただけたら

と考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、１番江上地区の案件は、北村推進委員が申請人でありますので、先    

行して審議いたします。北村推進委員の一時退席をお願いします。 

 

～北村推進委員退席～ 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、江上地区。 

 

２ 番   ２番、川上です。１２月２１日に北村委員と現地確認を行いました。 

       先ほどの非農地証明の申請場所の隣地になるわけですが、参拝者の駐車場として整備

したいという町内会からの要望であります。周囲への支障も無く、特に問題ありません。 
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議  長   それでは、この件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、１番の案件につきましては、許可相当として県に進達いたします。

北村委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                   ～北村委員入室～ 

 

議  長   次に、３番宮地区、４番三川内地区の案件は、大宅委員が申請代理人になっておりま

すので、先行して審議いたします。大宅委員の一時退席をお願いします。 

 

～大宅委員退席～ 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。３番、宮地区。 

 

３ 番   ３番、阿波です。１２月２４日に坂口委員、貸渡人と現地を確認しました。 

       後継者である息子さんが帰ってきて、貸渡人の宅地の一画に分家住宅を建てたいとい

うことです。特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

坂口委員   宮地区の坂口です。阿波委員から説明があったとおりです、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、４番、三川内地区。 

 

４ 番   ４番、長谷川です。１２月２５日に中里委員と現地を確認しました。 

       ここは、周りをぐるっと住宅に囲まれておりまして、周辺農地への支障はございませ

んので、特に問題ありません。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

中里委員   三川内地区の中里です。長谷川委員から説明があったとおりです、よろしくお願いし

ます。 
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議  長   それでは、３番、４番の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、３番、４番の案件につきましては、許可相当として県に進達 

いたします。大宅委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                   ～大宅委員入室～ 

 

議  長   それでは、そのほかの件について報告をお願いします。２番、江上地区。 

 

２  番   ２番、川上です。１２月２２日に北村委員と現地を確認しました。 

       申請地は、介護老人保健施設のすぐそばにありまして、周囲は貸渡人の土地ばかりで

周囲への支障もありませんので、特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

北村委員   江上地区の北村です。川上委員から説明があったとおりです、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、５番、６番、７番、８番中里地区。 

 

１ １ 番   １１番、近藤です。１２月２４日に永田委員と４件の譲渡人である方と一緒に見て参

りました。５番から８番は全部同じ場所にあります。周囲は住宅が建っており、特に問

題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

永田委員   中里地区の永田です。近藤委員が説明したとおりです、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、９番、１０番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番、冨川です。９番、１０番とも同じ場所ですが、先月の案件に一度載っていた

ところです。最初、１１月２２日に伊賀﨑委員と譲渡人、業者、そして間に青線が通っ

ておりますので水利関係者の方と農協の理事と一緒に現地を確認しました。それから、



14 

 

隣接者となかなか連絡が取れなかったため、改めて１２月１１日に連絡が取れたところ

です。被害防除計画を守っていただければ特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

伊賀﨑委員   相浦、九十九地区の伊賀﨑です。冨川委員が説明したとおりです、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３１６号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

       次に、第３１７号議案非農地通知について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、第３１７号議案非農地通知について説明いたします。今回の非農地通知案

件は、合計で１８３筆、面積９３，１１４.１１㎡となっています。これまでの利用状

況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。 

本総会で承認していただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併

せて関係機関に非農地リストを提出いたします。以上です。ご審議よろしくお願いいた

します。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長   それでは、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員      （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３１７号議案について、非農地通知を発出することとします。 

続きまして、第３１８号議案農地法第３条の規定による許可申請について、事務局よ

り説明をお願します。 
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事 務 局   第３１８号議案農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたします。 

１番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地指方町の２筆、地目は

登記田、現況田。面積合計１，１８３㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

２番、三川内地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地口の尾町の１筆、地

目は登記田、現況休耕地。面積１６１㎡、農振内白地、権利の種類は所有権移転売買、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

３番、吉井地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地吉井町板樋の１筆、地

目は登記田、現況田。面積１０８㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転贈与、譲受

人の経営状況等は記載のとおりです。 

４番、世知原地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地世知原町岩谷口の１

筆、地目は登記田、現況田。面積２，２１８㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転

売買、譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

５番、宇久地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地宇久町大久保の１筆、

地目登記田、現況田。面積４１９㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転贈与、譲受

人の経営状況等は記載のとおりです。 

６番、宇久地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地宇久町大久保の２筆、

地目は登記田、現況田。面積合計６２０㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

７番、江迎地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地江迎町中尾の１筆、地

目は登記田、現況畑。面積１７０㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、譲受

人の経営状況等は記載のとおりです。 

８番、鹿町地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地鹿町町船ノ村の１筆、

地目は登記田、現況田。面積１，４２８㎡、農用地区域、権利の種類は所有権贈与、譲

受人の経営状況等は記載のとおりです。 

９番、鹿町地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地鹿町町船ノ村の１筆、

地目は登記田、現況畑。面積６，４４３㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転贈与、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

以上９件、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たすも

のと考えます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、江上地区。 

 

２ 番   ２番、川上です。１２月２２日に北村委員と現地を確認しました。 

       この農地は以前から、譲渡人が高齢ということで、譲渡先を探してくれとの相談を受

けておりましたがなかなか見つからず、小作されていた譲受人が引き続き耕作するとい

うことで話がまとまりました。特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   それでは、地区担当推進委員の意見をお願いいたします。１番、江上地区。 
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北村委員   江上地区の北村です。川上委員が言ったとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、２番三川内地区。 

 

４ 番   ４番、長谷川です。 

       申請地は、譲受人の玄関前の農地であり、前々から相談があっていました。特に問題

はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

中里委員   三川内地区の中里です。長谷川委員が言ったとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、３番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番、水口です。１２月２３日に、近藤委員と現地を確認しました。 

       申請地は、２０年ほど前に基盤整備をした農地でしたが、一枚の田に他の人の農地が

混在する形になっておりました。隣接農地の所有者が取得されますので問題はありませ

ん。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

近藤委員   吉井地区の近藤です。水口委員が説明したとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、４番世知原地区。 

 

１ ４ 番   １４番、田中です。１２月２５日に岩佐委員と現地を確認しました。 

       譲受人は勤めを定年退職した後、農地を増やしていきたいということで、規模縮小を

したい譲渡人と合意に至り、今回の申請となりました。これまで同様に水稲を作るとい

うことで、特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

岩佐委員   世知原地区の岩佐です。田中委員が説明したとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、５番、６番宇久地区。 

 

１ ５ 番   １５番、西尾です。１２月２０日に菅委員と現地を確認しました。 

       ５番の案件につきましては、申請地はもうすぐＡ判定になりそうな農地なのですが、          

譲渡人からもらってほしいとの相談があり、合意に至っております。以前と同様、水田
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として利用されるので、特に問題はありません。 

       ６番の案件につきましては、５番の案件の隣りの農地なのですが、所有者がもう管理

できないということで、同じ人が譲り受け、二枚の田を改良届を出して一枚の田にして

今後、耕作していくということですので、問題ございません。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

菅 委 員   宇久地区の菅です。西尾委員が説明したとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、７番江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番、松永です。１２月２２日に小川委員と現地を確認しました。 

       申請地は、先月の３条許可案件から１筆だけ漏れていたようで、追加の申請があった

ものです。特に問題はありません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

小川委員   江迎地区の小川です。松永副会長が言ったとおりです。よろしくお願いします。 

 

議 長   次に、８番、９番鹿町地区。 

 

１ ８ 番   １８番、内野です。１２月２１日に山口委員と現地を確認しました。 

       ８番の案件につきましては、譲渡人が高齢であるということ、そして後継者がいない

ということで譲受人へお願いされたものです。 

       ９番の案件につきましても、譲渡人の子供さんが農業はしないということで、同じ譲

受人へお願いされたものです。何れもこれまで同様に利用されるため、特に問題はあり

ません。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

山口委員   鹿町地区の山口です。内野委員が言ったとおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、それでは何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

９ 番   ９番、井手です。７番の案件についてお尋ねですが、対価が反当り１万円となってい

ますが、間違いありませんか。 

 

事 務 局   １１月の案件も同様に、この対価でした。 

 



18 

 

議  長   他に何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長    それでは、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議 長    ありがとうございます。それでは第３１８号議案については、許可することといたし

ます。 

次に、第３１９号議案農用地利用集積計画（案）について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事 務 局   農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

利用権の設定として、日宇地区２件、皆瀬地区４件、宇久地区１件の計７件、所有権

の移転が鹿町地区１件の全体で計８件の集積です。 

       氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。以上です。 

なお、日宇地区２番は磯本推進委員の関連となりますので、先行して審議をお願いい

たします。 

 

議  長     それでは、２番日宇地区の案件は、磯本推進委員が申請人でありますので、先   

行して審議いたします。磯本推進委員の一時退席をお願いします。 

 

～磯本推進委員退席～ 

 

議  長   それでは、２番の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、２番の案件につきましては、承認することといたします。磯本推

進委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                  ～磯本推進委員入室～ 
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議  長   では、２番以外の案件につきまして、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   それでは、第３１９号議案の農用地利用集積計画がすべて承認されましたので、（案）

を削除してください。 

       続きまして、第３２０号議案農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）に       

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第３２０号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）についてご説明い

たします。大野地区で２件の申し出がありました。氏名並びに権利の内容等は、記載の

とおりです。以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３２０号議案の農用地利用集積計画【農地中間管理事業】

を承認します。（案）を削除願います。 

次に、第３２１号議案農用地利用配分計画（案）について、事務局より説明をお願し

ます。 

 

事 務 局   第３２１号議案農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたします。 

農地中間管理事業に係る農用地利用配分につきまして、大野地区で２件計画されてい

ます。こちらは、佐世保市長より農業委員会に対して、利用配分計画を受ける者が妥当

であるかの意見照会がなされたもので、第３２０号議案で審議された農用地利用集積計

画の公告が完了した後に、総会での審議結果を農業委員会の意見として農業畜産課へ回

答いたします。 

 

議  長   それでは、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３２１号議案については承認されましたので、審議結果を

農業委員会の意見として農業畜産課へ回答いたします。 

これで、議案審議が終了しましたので、報告に移ります。 

報告１農地法第３条の３の規定による届出の報告について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   報告１農地法第３条の３の規定による届出の報告について、ご説明いたします。 

日宇地区で１件相続の届出を受理しております。以上報告いたします。 

 

議  長   報告２農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告２農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、ご説明いたします。 

       令和元年１２月５日付局長専決事項として、相浦、九十九地区１件を受理しておりま

す。以上、ご報告いたします。 

 

議  長   報告３農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告３農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、ご説明いたします。 

令和元年１１月１１日、２６日、２９日及び１２月５日、９日日付局長専決事項とし

て、日宇地区１件、佐世保地区１件、相浦、九十九地区４件の計６件受理しております。 

      以上、ご報告いたします。 

 

議  長   報告４農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について、事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   報告４農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について、ご説明いた

します。 

１１月に開催されました第３０回総会案件として申請がなされていた、相浦、九十
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九地区の２件について、取下申立書を受理しております。以上、報告いたします。 

 

議  長   報告５農地転用許可不要案件の受理について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告５農地転用許可不要案件の受理について、ご説明します。 

      農業用倉庫等の農地転用許可不要案件として、宮地区１件、江迎地区２件の計３件を

受理しております。以上、報告いたします。 

 

議  長   報告６裁判所及び法務局への農地現況回答について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告６裁判所及び法務局への農地現況回答について、ご説明します。 

      法務局における地目変更登記申請に伴い、大野地区１件、鹿町地区１件の計２件の現

況照会があり、地区の委員及び事務局職員で現地調査を実施した結果、いずれも現況非

農地として法務局に回答しております。以上報告いたします。 

 

議  長   ありがとうございます。以上で報告案件が終わりましたので、その他に移ります。 

事務局、お願いします。 

 

事 務 局  【違反転用事案報告について】 

 

【全国農業新聞の購読者推進、確保のお願いについて】 

 

【農業者年金の加入推進について】 

 

【委員活動記録簿について】 

 

【農業委員会だよりの発行について（広報委員長挨拶）】 

 

【今後のスケジュール（営農組合長会、認定農業者協議会との意見交換会、親農会新年

会、視察研修等）について】 

 

議 長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日は、長時間にわたり慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これを

もちまして、第３１回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 


